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「空き家バンク」をご存知ですか？簡単に⾔うと、「空き家バンク」をご存知ですか？簡単に⾔うと、
「まだ住める空き家×空き家に住みたい⼈」のマッチング！「まだ住める空き家×空き家に住みたい⼈」のマッチング！

空き家をお持ちの⽅や空き家をお探しの⽅は空き家をお持ちの⽅や空き家をお探しの⽅は
お気軽にご相談ください♪お気軽にご相談ください♪
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空き家を利活⽤したい⼈、⼀軒家に住みたい⼈

こんなお悩み
こんなお悩みありませんか？
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までまで

ご活⽤ください！ご活⽤ください！

庭
付
き
の
⼀
軒
家
に

住
み
た
い
な
�
�

い
い
物
件

な
い
か
な
？

ど
れ
ど
れ
�
？

ど
れ
ど
れ
�
？

空き家バンクにはこんなメ
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無料で登録・紹介無料で登録・紹介

登録料は無料！市のホームページや登録料は無料！市のホームページや
SNSで物件を紹介します！SNSで物件を紹介します！
内覧希望の⽅は、ぜひお問い合わせ内覧希望の⽅は、ぜひお問い合わせ
ください。ください。

補　助　⾦補　助　⾦

空き家バンクの登録物件において賃空き家バンクの登録物件において賃
貸または売買契約が成⽴したら、家貸または売買契約が成⽴したら、家
財処分費⽤や改修費⽤の補助が受け財処分費⽤や改修費⽤の補助が受け
られます。られます。

契約⼿続きが安⼼契約⼿続きが安⼼

空き家バンクに登録した物件は全て空き家バンクに登録した物件は全て
⿅児島県宅地建物取引業協会に加盟⿅児島県宅地建物取引業協会に加盟
している不動産が仲介するため、安している不動産が仲介するため、安
⼼して契約⼿続きを⾏えます。⼼して契約⼿続きを⾏えます。

⿅屋市�地域活⼒推進課⿅屋市�地域活⼒推進課TEL：0994-45-6930TEL：0994-45-6930 MAIL：iju@city.kanoya.lg.jpMAIL：iju@city.kanoya.lg.jp
〒893-8501 ⿅児島県⿅屋市共栄町20番1号 ⿅屋市役所�5階〒893-8501 ⿅児島県⿅屋市共栄町20番1号 ⿅屋市役所�5階

公式LINE公式LINE

【問合せ先】【問合せ先】



空き家を所有している⽅

⾦額 ⾦額

空き家を売りたい・貸したい⽅（所有者）

空き家を買いたい・借りたい⽅（利⽤者）

空き家バンクへのご登録は空き家バンクへのご登録は 「物件登録⼿続き」「物件登録⼿続き」が必要です。が必要です。

契約までの流れ

相　談 物件登録申請 現地調査 公開・案内 契約⼿続き

窓口、電話などで相

談ができます。登録

するか悩んでいる

方もお気軽にご相

談ください。

HPからダウンロード

もしくは地域活力推

進課の窓口にて申請

書等を入手し、ご提出

ください。（郵送可）

空き家の現状確認・写

真撮影を行います。　

※著しく老朽化してい

る物件は登録をお断り

する場合があります。

物件の情報をHPや

SNSで公開し、物件の

利用希望者から問い

合わせがあった場合、

物件に案内します。

所有者・入居者・不動

産の三者間で契約手

続きを行います。（諸

経費が発生する場合

があります。）

補　助　⾦

改　修

市外移住者との賃貸借契約が成

立した場合、物件の改修補助金が

出ます。

補助率

50万円
上限

2分の1
改修経費の

家財処分

補助率

上限 処分経費の

10万円 2分の1

家財処分経費に対して売買又は

賃貸借契約後に補助金が出ます。

空き家バンク物件の詳細な情報(住所・内覧)については空き家バンク物件の詳細な情報(住所・内覧)については 「利⽤登録⼿続き」「利⽤登録⼿続き」が必要です。が必要です。

契約までの流れ

相　談

HPにて物件情報を

ご覧いただき、気に

なる物件がありまし

たらお問い合わせく

ださい。

利⽤登録申請

HPからダウンロード

もしくは地域活力推

進課の窓口にて申請

書等を入手し、ご提出

ください。（郵送可）

内　覧

担当者と日程調整し、

現地にて内覧をしま

す。（即日の対応は難

しいため、事前にご連

絡ください。）

契約⼿続き

所有者・入居者・不動

産の三者間で契約手

続きを行います。（仲

介手数料が発生しま

す。）

※入居者が補修（DIYに限る）した場合、

   上限金額は30万円。

空き家バンクの詳細や物件情報については

⿅屋市　空き家バンク で検索！

お問い合わせ先は
オモテ⾯に記載して
います。

※改修前に要申請 ※領収書が必須

所有者様へ
即⼊居が可能な物件、状態の良い物件即⼊居が可能な物件、状態の良い物件
から成約していきます。から成約していきます。
空き家バンク登録後も所有者の責任に空き家バンク登録後も所有者の責任に
おいて管理をお願いします。おいて管理をお願いします。

空き家に
関する
相談窓⼝
のご案内


